
目　
　

次

 

ペ
ー
ジ

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
期
日
等 

一

〇
同
時
選
挙
の
期
日 

一

〇
同
時
選
挙
に
お
け
る
投
票
及
び
開
票
の
順
序 

一

〇
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
代
理
者 

二

〇
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時 

二

〇
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
第
百
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
る

　

選
挙
運
動
に
関
し
支
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
金
額 

三

〇
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
数
（
二
件
） 

三

〇
開
票
事
務
と
選
挙
会
事
務
と
を
併
せ
て
行
わ
な
い
こ
と 

四

〇
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行
う
場
所
（
二
十
三
件
） 

四

〇
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ
を
行
う
場
所
及
び
日
時

　

（
二
十
三
件
） 

七

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宮
城
県
議
会
議
員
の
任
期
満

了
に
よ
る
選
挙
の
期
日
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

一　

選
挙
期
日　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日

二　

宮
城
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

選　

挙　

区

選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

選　

挙　

区

選
挙
す
べ
き
議
員
の
数

青

葉

七
人

岩

沼

一
人

宮

城

野

四
人

登

米

二
人

若

林

三
人

栗

原

二
人

太

白

五
人

東

松

島

一
人

泉

五
人

大

崎

四
人

石
巻
・
牡
鹿

五
人

柴

田

二
人

塩

釜

二
人

亘

理

一
人

気
仙
沼
・
本
吉

三
人

宮

城

一
人

白
石
・
刈
田

二
人

黒

川

二
人

名

取

二
人

加

美

一
人

角
田
・
伊
具

一
人

遠

田

一
人

多
賀
城
・
七
ヶ
浜

二
人

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
一
号

　

牡
鹿
郡
女
川
町
の
町
長
選
挙
及
び
牡
鹿
郡
女
川
町
の
議
会
議
員
一
般
選
挙
は
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
号
）
第
百
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

と
同
時
に
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
二
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
、
女
川
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
及
び
女
川
町
長
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選
挙
の
投
票
及
び
開
票
の
順
序
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

一　

投
票
の
順
序

　

１　

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

　

２　

女
川
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

　

３　

女
川
町
長
選
挙

二　

開
票
の
順
序

　

１　

女
川
町
議
会
議
員
一
般
選
挙

　

２　

女
川
町
長
選
挙

　

３　

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
三
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
長
及
び
そ
の
職
務
を
代
理
す
べ

き
者
を
次
の
と
お
り
選
任
し
た
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

選
挙
区
名

 

選　
　
　
　

挙　
　
　
　

長

同
上
職
務
代
理
者

住　
　
　
　

所

氏　
　
　
　

名

住　
　
　
　

所

氏　
　
　
　

名

青

葉

仙
台
市
泉
区
松
森
字
明
神

二
二
番
地
の
三
六

原

慶

弘

仙
台
市
泉
区
紫
山
三
丁
目

三
番
地
の
二
一

古

川

睦

美

宮
城
野

名
取
市
美
田
園
四
丁
目
三

番
地
の
五

阿

部

義

弘

仙
台
市
青
葉
区
落
合
六
丁

目
二
〇
番
地
の
一

大
久
保　

克　

敏

若

林

黒
川
郡
大
郷
町
大
松
沢
字

石
塚
八
番
地
の
三

木

村

好

紀

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
二

丁
目
一
七
番
三
〇
号

佐

藤

善

明

太

白

仙
台
市
泉
区
松
森
字
明
神

二
二
番
地
の
三
六

原

慶

弘

仙
台
市
泉
区
紫
山
三
丁
目

三
番
地
の
二
一

古

川

睦

美

泉

黒
川
郡
富
谷
町
成
田
三
丁

目
二
一
番
地
九

山

満

男

仙
台
市
泉
区
将
監
一
三
丁

目
一
二
番
四
号

及

川

洋

一

石
巻
・  

牡

鹿

黒
川
郡
富
谷
町
上
桜
木
一

丁
目
一
八
番
地
一
〇

春

日

一

良

仙
台
市
青
葉
区
旭
ヶ
丘
一

丁
目
四
二
番
一

佐

藤

天

星

塩

釜

黒
川
郡
富
谷
町
明
石
台
五

丁
目
三
五
番
地
一
四

鈴

木

浩

司

塩
竈
市
松
陽
台
三
丁
目
一

七
番
一
四
号

遠

藤

康

治

気
仙
沼
・

本

吉

気
仙
沼
市
唐
桑
町
中
八
三

番
地

吉

田

信

三

気
仙
沼
市
東
新
城
三
丁
目

九
番
地

菅

原
　

舞

白
石
・

刈

田

仙
台
市
青
葉
区
五
橋
二
丁

目
五
番
三

馬

場

正

幸

白
石
市
郡
山
字
鹿
野
四
〇

番
地
三

高

原

佳

明

名

取

仙
台
市
太
白
区
長
町
二
丁

目
三
番
二
六

大

槻
　

基

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
二
丁

目
一
五
番
二
五
号

阿　

部　

潤
一
朗

角
田
・

伊

具

仙
台
市
泉
区
旭
丘
堤
一
丁

目
一
一
番
三
号

鈴

木

晃

一

伊
具
郡
丸
森
町
字
大
畑
三

九
番
地

菅

野

義

和

多
賀
城
・

七
ヶ
浜

黒
川
郡
富
谷
町
明
石
台
五

丁
目
三
五
番
地
一
四

鈴

木

浩

司

塩
竈
市
松
陽
台
三
丁
目
一

七
番
一
四
号

遠

藤

康

治

岩

沼

仙
台
市
泉
区
明
石
南
五
丁

目
七
番
地
の
二

菅

野

勝

巳

柴
田
郡
大
河
原
町
字
町
六

八
番
地

鈴

木

正

弘

登

米

黒
川
郡
富
谷
町
上
桜
木
一

丁
目
一
八
番
地
一
〇

春

日

一

良

仙
台
市
青
葉
区
旭
ヶ
丘
一

丁
目
四
二
番
一

佐

藤

天

星

栗

原

大
崎
市
古
川
駅
南
一
丁
目

一
七
番
地

髙

橋

浩

美

黒
川
郡
富
谷
町
ひ
よ
り
台

一
丁
目
一
五
番
地
一
一

佐

藤

眞

二

東
松
島

黒
川
郡
富
谷
町
上
桜
木
一

丁
目
一
八
番
地
一
〇

春

日

一

良

仙
台
市
青
葉
区
旭
ヶ
丘
一

丁
目
四
二
番
一

佐

藤

天

星

大

崎

仙
台
市
宮
城
野
区
宮
千
代

三
丁
目
七
番
地
の
二

三

浦

昭

市

大
崎
市
古
川
中
里
五
丁
目

四
番
二
〇

千

葉

秀

子

柴

田

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
牛
袋

字
舘
内
九
一
番
地
二

太

田

匡

美

仙
台
市
青
葉
区
堤
町
二
丁

目
一
二
番
七
号

牛

袋

利

之

亘

理

仙
台
市
泉
区
山
の
寺
二
丁

目
二
五
番
一
二
号

大

村

広

興

仙
台
市
泉
区
歩
坂
町
三
六

番
二
二
号

遠

藤
　

香

宮

城

黒
川
郡
富
谷
町
明
石
台
五

丁
目
三
五
番
地
一
四

鈴

木

浩

司

塩
竈
市
松
陽
台
三
丁
目
一

七
番
一
四
号

遠

藤

康

治

黒

川

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
上

道
下
三
八
番
地
の
二

支

倉

政

則

仙
台
市
青
葉
区
西
勝
山
五

番
六

原
　

常

加

美

仙
台
市
宮
城
野
区
宮
千
代

三
丁
目
七
番
地
の
二

三

浦

昭

市

大
崎
市
古
川
中
里
五
丁
目

四
番
二
〇

千

葉

秀

子

遠

田

大
崎
市
古
川
駅
南
一
丁
目

一
七
番
地

髙

橋

浩

美

黒
川
郡
富
谷
町
ひ
よ
り
台

一
丁
目
一
五
番
地
一
一

佐

藤

眞

二

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
四
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行

の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
選
挙
会
の
場
所
及
び
日
時
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
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選　
　

挙　
　

区

場　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

日　
　
　
　
　

時

白
石
・
刈
田

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
一
二
九
番
地
一

宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
九
時

角
田
・
伊
具

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
一
二
九
番
地
一

宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
時

柴
田

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
一
二
九
番
地
一

宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
一
時

名
取
、
岩
沼
、
亘
理

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
二
二
番
二
〇
号

宮
城
県
仙
台
南
県
税
事
務
所

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
時

青
葉

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

宮
城
県
自
治
会
館

同

太
白

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

宮
城
県
自
治
会
館

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
一
時

宮
城
野
、
若
林
、
泉
、

黒
川

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
一
七
号

宮
城
県
仙
台
合
同
庁
舎

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
時

塩
釜

塩
竈
市
錦
町
五
番
二
八
号

宮
城
県
塩
釜
県
税
事
務
所

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
九
時

多
賀
城
・
七
ヶ
浜

塩
竈
市
錦
町
五
番
二
八
号

宮
城
県
塩
釜
県
税
事
務
所

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
時

宮
城

塩
竈
市
錦
町
五
番
二
八
号

宮
城
県
塩
釜
県
税
事
務
所

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
一
時

栗
原
、
大
崎

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
時

加
美
、
遠
田

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号 

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
一
時

石
巻
・
牡
鹿

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
番
三
二
号

宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
時

登
米

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
番
三
二
号

宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
時
三
十
分

東
松
島

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
番
三
二
号

宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
一
時

気
仙
沼
・
本
吉

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
四
七
番
六

宮
城
県
気
仙
沼
合
同
庁
舎

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
七
日

午
前
十
時

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
五
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

第
百
号
）
第
百
九
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
運
動
に
関
し
支
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
金
額
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

選　

挙　

区

支
出
金
額
の
制
限
額

選　

挙　

区

支
出
金
額
の
制
限
額

青
葉
選
挙
区

六
、
七
三
六
、
二
〇
〇
円

岩
沼
選
挙
区

六
、
八
五
〇
、
六
〇
〇
円

宮
城
野
選
挙
区

七
、
〇
七
六
、
五
〇
〇
円

登
米
選
挙
区

六
、
七
七
四
、
二
〇
〇
円

若
林
選
挙
区

六
、
八
九
〇
、
七
〇
〇
円

栗
原
選
挙
区

六
、
四
三
六
、
四
〇
〇
円

太
白
選
挙
区

六
、
九
六
七
、
五
〇
〇
円

東
松
島
選
挙
区

六
、
六
〇
九
、
六
〇
〇
円

泉

選

挙

区

六
、
八
二
八
、
六
〇
〇
円

大
崎
選
挙
区

六
、
一
八
九
、
三
〇
〇
円

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区

六
、
〇
五
六
、
八
〇
〇
円

柴
田
選
挙
区

六
、
七
四
五
、
六
〇
〇
円

塩
釜
選
挙
区

五
、
八
四
七
、
一
〇
〇
円

亘
理
選
挙
区

七
、
一
四
九
、
六
〇
〇
円

気
仙
沼
・
本
吉

選

挙

区

五
、
七
九
六
、
四
〇
〇
円

宮
城
選
挙
区

七
、
三
五
一
、
六
〇
〇
円

白
石
・
刈
田
選
挙
区

五
、
六
四
六
、
五
〇
〇
円

黒
川
選
挙
区

六
、
九
四
九
、
八
〇
〇
円

名
取
選
挙
区

六
、
四
二
〇
、
六
〇
〇
円

加
美
選
挙
区

六
、
一
二
一
、
五
〇
〇
円

角
田
・
伊
具
選
挙
区

七
、
〇
五
四
、
四
〇
〇
円

遠
田
選
挙
区

六
、
八
五
九
、
二
〇
〇
円

多
賀
城
・
七
ヶ
浜

選

挙

区

六
、
六
四
四
、
九
〇
〇
円

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
六
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
五
日
現
在
に
お
け
る
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一

項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
並
び
に

第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求

に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日
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宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

一　

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
五
十
分
の
一
の
数

　
　

三
八
、
一
六
一

二 　

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数

　
　

三
三
八
、
五
〇
三

三　

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
三
分
の
一
の
数

　
　

青

葉

選

挙

区　
　

七
九
、
七
三
一　
　
　
　

岩

沼

選

挙

区　
　

一
一
、
八
五
〇

　
　

宮
城
野
選
挙
区　
　

五
一
、
〇
二
八　
　
　
　

登

米

選

挙

区　
　

二
三
、
〇
八
六

　
　

若

林

選

挙

区　
　

三
六
、
〇
三
二　
　
　
　

栗

原

選

挙

区　
　

二
〇
、
三
七
三

　
　

太

白

選

挙

区　
　

六
一
、
五
九
五　
　
　
　

東
松
島
選
挙
区　
　

一
〇
、
八
八
二

　
　

泉

選

挙

区　
　

五
八
、
八
〇
六　
　
　
　

大

崎

選

挙

区　
　

三
六
、
七
七
五

　
　

石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　

四
三
、
三
〇
九　
　
　
　

柴

田

選

挙

区　
　

二
二
、
八
五
六

　
　

塩

釜

選

挙

区　
　

一
五
、
六
三
九　
　
　
　

亘

理

選

挙

区　
　

一
三
、
〇
五
一

　
　

気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

二
二
、
八
四
八　
　
　
　

宮

城

選

挙

区　
　

一
三
、
八
六
二

　
　

白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　

一
四
、
〇
二
八　
　
　
　

黒

川

選

挙

区　
　

二
四
、
四
九
六

　
　

名

取

選

挙

区　
　

二
〇
、
二
四
五　
　
　
　

加

美

選

挙

区　
　
　

八
、
九
二
二

　
　

角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　

一
二
、
六
六
八　
　
　
　

遠

田

選

挙

区　
　

一
一
、
八
八
五

　
　

多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　
　

二
二
、
〇
四
八

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
七
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
五
日
現
在
に
お
け
る
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法

律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
直
接
請
求
に
要
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
四
十
万
を
超

え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　

三
三
八
、
五
〇
三

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
八
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
次
の
選
挙
区
）
に
お
け
る
開
票
の
事
務
を
選

挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　

青
葉
選
挙
区
、
宮
城
野
選
挙
区
、
若
林
選
挙
区
、
太
白
選
挙
区
、
泉
選
挙
区
、
塩
釜
選
挙
区
、
名
取
選
挙
区
、
岩
沼

選
挙
区
、
登
米
選
挙
区
、
栗
原
選
挙
区
、
東
松
島
選
挙
区
、
大
崎
選
挙
区

〇
仙
青
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
青
葉
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
青
葉
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

　
　

原　
　

慶　
　

弘　
　
　

　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

　

宮
城
県
自
治
会
館

〇
仙
宮
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
宮
城
野
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務

を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
宮
城
野
選
挙
区　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

阿　
　

部　
　

義　
　

弘　
　
　

　

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
一
七
号

　

宮
城
県
仙
台
合
同
庁
舎

〇
仙
若
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
若
林
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
若
林
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

木　
　

村　
　

好　
　

紀　
　
　

　

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
一
七
号

　

宮
城
県
仙
台
合
同
庁
舎

〇
仙
太
選
告
示
第
一
号
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平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
太
白
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
太
白
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

　
　

原　
　

慶　
　

弘　
　
　

　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号

　

宮
城
県
自
治
会
館

〇
仙
泉
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
泉
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を
行

う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
泉
選
挙
区　
　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

　
　

山　
　

満　
　

男　
　
　

　

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
一
七
号

　

宮
城
県
仙
台
合
同
庁
舎

〇
石
牡
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の

事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　
　

 

選
挙
長　
　

春　
　

日　
　

一　
　

良　
　
　

　

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
番
三
二
号

　

宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

〇
塩
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
塩
釜
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
塩
釜
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

鈴　
　

木　
　

浩　
　

司　
　
　

　

塩
竈
市
錦
町
五
番
二
八
号

　

宮
城
県
塩
釜
県
税
事
務
所

〇
気
本
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長

の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

 

選
挙
長　
　

吉　
　

田　
　

信　
　

三　
　
　

　

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
四
七
番
六

　

宮
城
県
気
仙
沼
合
同
庁
舎

〇
白
刈
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
白
石
・
刈
田
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の

事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　
　

 

選
挙
長　
　

馬　
　

場　
　

正　
　

幸　
　
　

　

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
一
二
九
番
地
一

　

宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎

〇
名
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
名
取
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
名
取
選
挙
区　
　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

大　
　

槻　
　
　
　
　
　

基　
　
　

　

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
二
二
番
二
〇
号

　

宮
城
県
仙
台
南
県
税
事
務
所

〇
角
伊
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
角
田
・
伊
具
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の

事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　
　

 

選
挙
長　
　

鈴　
　

木　
　

晃　
　

一　
　
　

　

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
一
二
九
番
地
一
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宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎

〇
多
七
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙

長
の
事
務
を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　

 

選
挙
長　
　

鈴　
　

木　
　

浩　
　

司　
　
　

　

塩
竈
市
錦
町
五
番
二
八
号

　

宮
城
県
塩
釜
県
税
事
務
所

〇
岩
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
岩
沼
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
岩
沼
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 
選
挙
長　
　

菅　
　

野　
　

勝　
　

巳　
　
　

　

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
二
二
番
二
〇
号

　

宮
城
県
仙
台
南
県
税
事
務
所

〇
登
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
登
米
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
登
米
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

春　
　

日　
　

一　
　

良　
　
　

　

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
番
三
二
号

　

宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

〇
栗
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
栗
原
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
栗
原
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

髙　
　

橋　
　

浩　
　

美　
　
　

　

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号

　

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

〇
東
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
東
松
島
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務

を
行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
東
松
島
選
挙
区　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

春　
　

日　
　

一　
　

良　
　
　

　

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
番
三
二
号

　

宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

〇
大
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
大
崎
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
大
崎
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

三　
　

浦　
　

昭　
　

市　
　
　

　

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号

　

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

〇
柴
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
柴
田
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
柴
田
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

太　
　

田　
　

匡　
　

美　
　
　

　

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
一
二
九
番
地
一

　

宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎

〇
亘
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
亘
理
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
亘
理
選
挙
区　
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選
挙
長　
　

大　
　

村　
　

広　
　

興　
　
　

　

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
二
二
番
二
〇
号

　

宮
城
県
仙
台
南
県
税
事
務
所

〇
宮
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
宮
城
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
宮
城
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

鈴　
　

木　
　

浩　
　

司　
　
　

　

塩
竈
市
錦
町
五
番
二
八
号

　

宮
城
県
塩
釜
県
税
事
務
所

〇
黒
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
黒
川
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
黒
川
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

支　
　

倉　
　

政　
　

則　
　
　

　

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
一
七
号

　

宮
城
県
仙
台
合
同
庁
舎

〇
加
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
加
美
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
加
美
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

三　
　

浦　
　

昭　
　

市　
　
　

　

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号

　

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

〇
遠
選
告
示
第
一
号

　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
遠
田
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
長
の
事
務
を

行
う
場
所
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
遠
田
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

髙　
　

橋　
　

浩　
　

美　
　
　

　

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号

　

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

〇
仙
青
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
青
葉
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
青
葉
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

　
　

原　
　

慶　
　

弘　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号　
　

宮
城
県
自
治
会
館

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
仙
宮
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
宮
城
野
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く

じ
は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
宮
城
野
選
挙
区　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

阿　
　

部　
　

義　
　

弘　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
一
七
号　
　

宮
城
県
仙
台
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
仙
若
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
若
林
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
若
林
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

木　
　

村　
　

好　
　

紀　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
一
七
号　
　

宮
城
県
仙
台
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　
　

午
後
五
時
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〇
仙
太
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
太
白
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
太
白
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

　
　

原　
　

慶　
　

弘　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
二
番
三
号　
　

宮
城
県
自
治
会
館

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
仙
泉
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
泉
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ
は

次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
泉
選
挙
区　
　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

　
　

山　
　

満　
　

男　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
一
七
号　
　

宮
城
県
仙
台
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
石
牡
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人

の
く
じ
は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
石
巻
・
牡
鹿
選
挙
区　
　
　

 

選
挙
長　
　

春　
　

日　
　

一　
　

良　
　
　

一　

場　

所　
　

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
番
三
二
号　
　

宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　

午
後
五
時

〇
塩
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
塩
釜
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
塩
釜
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

鈴　
　

木　
　

浩　
　

司　
　
　

一　

場　

所　
　

塩
竈
市
錦
町
五
番
二
八
号　
　
　

宮
城
県
塩
釜
県
税
事
務
所

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　

午
後
五
時

〇
気
本
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会

人
の
く
じ
は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
気
仙
沼
・
本
吉
選
挙
区　
　

 

選
挙
長　
　

吉　
　

田　
　

信　
　

三　
　
　

一　

場　

所　
　

気
仙
沼
市
赤
岩
杉
ノ
沢
四
七
番
六　
　

宮
城
県
気
仙
沼
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　

午
後
五
時

〇
白
刈
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
白
石
・
刈
田
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人

の
く
じ
は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
白
石
・
刈
田
選
挙
区　
　
　

 

選
挙
長　
　

馬　
　

場　
　

正　
　

幸　
　
　

一　

場　

所　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
一
二
九
番
地
一　
　

宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
名
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
名
取
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
名
取
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

大　
　

槻　
　
　
　
　

基　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
二
二
番
二
〇
号　
　

宮
城
県
仙
台
南
県
税
事
務
所
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二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
角
伊
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
角
田
・
伊
具
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人

の
く
じ
は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
角
田
・
伊
具
選
挙
区　
　
　

 

選
挙
長　
　

鈴　
　

木　
　

晃　
　

一　
　
　

一　

場　

所　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
一
二
九
番
地
一　
　

宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
多
七
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立

会
人
の
く
じ
は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
多
賀
城
・
七
ヶ
浜
選
挙
区　

 

選
挙
長　
　

鈴　
　

木　
　

浩　
　

司　
　
　

一　

場　

所　
　

塩
竈
市
錦
町
五
番
二
八
号　
　
　
　

宮
城
県
塩
釜
県
税
事
務
所

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　

午
後
五
時

〇
岩
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
岩
沼
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
岩
沼
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

菅　
　

野　
　

勝　
　

巳　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
二
二
番
二
〇
号　
　

宮
城
県
仙
台
南
県
税
事
務
所

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
登
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
登
米
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
登
米
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

春　
　

日　
　

一　
　

良　
　
　

一　

場　

所　
　

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
番
三
二
号　
　

宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　

午
後
五
時

〇
栗
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
栗
原
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
栗
原
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

髙　
　

橋　
　

浩　
　

美　
　
　

一　

場　

所　
　

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号　
　

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　

午
後
五
時

〇
東
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
東
松
島
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く

じ
は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
東
松
島
選
挙
区　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

春　
　

日　
　

一　
　

良　
　
　

一　

場　

所　
　

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四
番
三
二
号　
　

宮
城
県
石
巻
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　

午
後
五
時

〇
大
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
大
崎
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
大
崎
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

三　
　

浦　
　

昭　
　

市　
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一　

場　

所　
　

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号　
　

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　

午
後
五
時

〇
柴
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
柴
田
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
柴
田
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

太　
　

田　
　

匡　
　

美　
　
　

一　

場　

所　
　

柴
田
郡
大
河
原
町
字
南
一
二
九
番
地
一　
　

宮
城
県
大
河
原
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
亘
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
亘
理
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
亘
理
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

大　
　

村　
　

広　
　

興　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
七
丁
目
二
二
番
二
〇
号　
　

宮
城
県
仙
台
南
県
税
事
務
所

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
宮
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
宮
城
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
宮
城
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

鈴　
　

木　
　

浩　
　

司　
　
　

一　

場　

所　
　

塩
竈
市
錦
町
五
番
二
八
号　
　
　
　

宮
城
県
塩
釜
県
税
事
務
所

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　

午
後
五
時

〇
黒
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
黒
川
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
黒
川
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

支　
　

倉　
　

政　
　

則　
　
　

一　

場　

所　
　

仙
台
市
青
葉
区
堤
通
雨
宮
町
四
番
一
七
号　
　

宮
城
県
仙
台
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　
　
　
　

午
後
五
時

〇
加
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
加
美
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
加
美
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

三　
　

浦　
　

昭　
　

市　
　
　

一　

場　

所　
　

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号　
　

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　

午
後
五
時

〇
遠
選
告
示
第
二
号

　

公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
の
規
定
に
よ
る

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
五
日
執
行
の
宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
（
遠
田
選
挙
区
）
に
お
け
る
選
挙
立
会
人
の
く
じ

は
次
の
と
お
り
こ
れ
を
行
う
。

　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

 

宮
城
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
遠
田
選
挙
区　
　
　
　
　
　

 

選
挙
長　
　

髙　
　

橋　
　

浩　
　

美　
　
　

一　

場　

所　
　

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号　
　

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎

二　

日　

時　
　

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
二
日　
　
　

午
後
五
時
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